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地域委員会に
ついて

これまでの地域のコミュニティを
醸成するための事業とは違い、
地域委員会とはどのような組織
になるのか。

現在自治会の加入率は高くありません。特定の人だけ
ではなく、地域が自分たちで予算をどう使うかを含めて
決定していけるよう、例えばコミュニティエリア等をベー
スに地域委員会を組織することも検討しております。そ
れが市民自治の基礎的なトレーニングにもなると考え
ております。

市民が声をあげて市を動かすと
いう仕組みをどう実行するか。

今年度の補正予算において、地域委員会に関する調
査の費用を計上しました。庁内で市民団体と関わりの
深い所管勉強会を立ち上げて、名古屋市や池田市など
の先進自治体へ調査に行くことを予定しています。コ
ミュニティセンターのあり方や自治会、管理組合等の役
割について地域委員会に向けての議論を深めて、今年
中にまとめる予定です。名古屋市のような選挙形式で
はなく、18歳以上の人を対象に、公募や無作為抽出で
市民の方を取りいれるような方法も考えられます。具体
的な仕組み等はこれから行政だけでなく、市民の皆さ
んを交えて決定していく考えです。

地域委員会をどのように運営させ
ていくのか。地域がこれだけの予
算を使えるという自覚を持てば、
基本構想や地域委員会の市民参
画への関心も高まるのではない
か。

例えば大阪府池田市では、個人市民税の1%を上限に、
予算提案権として権限が付与されます。庁内での検討
や議会との調整も含めて、地域委員会の運営方法につ
いて決めていく所存です。

地域委員会に参加する人材の育
成のために、市民大学等を活用
できないだろうか。

生涯学習などは民間でも盛んに行われていますが、市
が市民大学等を実施する理由は、地域の課題を解決
する担い手を育成することにあります。ご指摘いただい
たとおり、市民大学等の活用を考えて参ります。

地域委員会と今あるコミュニティ
センター運営協議会との役割分
担はどうなるのか。

庁内でも議論している段階ですが、名古屋市のように
議会と対立するような形式ではありません。コミュニティ
エリアや地域によってそれぞれが抱える課題は大きく
異なっています。地域の人が自治自立してそれぞれの
問題に取り組めるような、そして18歳以上の若い人も関
われるよう様々な世代・人達で構成される地域委員会
にしたいと考えております。

多摩市の雇用
状況について

多摩市の雇用状況は八王子市等
と比較すると、若い人の働く場が
少ない。今後企業誘致等を進め
ていくのか。

多摩市は企業誘致条例を設けています。多摩市に進
出する企業に、一定期間固定資産税相当分の優遇措
置をとるものですが、これによって進出した企業もいく
つかあります。企業誘致によって法人税収を上げるの
が目標ですが、雇用拡大まではなかなか発展しませ
ん。しかし、誘致することにより従業員の市内定着化を
促すとともに、優遇期間経過後は固定資産税の拡大も
考えられます。また、創業支援策も実施しております
が、何百人単位の雇用拡大までには発展しないのが現
状です。

現在就労環境が厳しくなっている
が、市としてどういう施策を打ち出
していくのか。相談センター等あ
るのか。

国の所管ではありますが、ベルブ永山内にある永山
ワークプラザでの雇用相談を実施しております。また来
年4月からは、同じくベルブ永山内に創業支援センター
を開設し、企業誘致も含めて就労環境の整備に注力し
ます。

基本構想原案についての市民説明会での意見について
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■開催日時・会場：平成22年9月25日(土)関・一コミュニティセンター（8名参加）、平成22年10月2日(土)消費生
活センター（20名参加）、パルテノン多摩（13名参加）
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市内の住宅事
情について

市内に住みたいという若者は多
いが、家賃が高くて出て行ってし
まう。本当はここにいたいという人
も多いのに、引き止めるようなこ
とはできないか。高齢者でもURの
家賃が高くて、都営住宅に移動し
ている人も多い。

都営住宅の優遇制度などがありますが、数が多くあり
ません。URは家賃が高くて空きがあるのに、都営住宅
は空きが無いというのが現状です。制度のありかたに
ついて検討を図ります。

多摩センター近辺に新しい集合
住宅が建設されてきている。国の
政策は建て替えが前提だが、多
摩NTらしさを残していくべきでは
ないか。ストックを大切にして、必
要な箇所だけを直して既存のも
のを残していくことが必要ではな
いか。

分譲の集合住宅では、区分所有法で持分が分かれて
います。建て替える場合でも、諏訪二丁目のように建蔽
率が低いケースでは、戸数を増やして建築費にあてる
ケースや、その反対に数は少ないですが減戸するケー
スなどがあります。賃貸の都営住宅では、スーパーリ
フォームという手法も行われています。住宅政策に関し
ては、市が地主というわけではないので管轄できる部
分は限られていますが、住民が決定できるよう多用な
選択肢を用意し、市が補助していくことが重要です。

4 市内の定住人
口増加策につ
いて

人口と歳入が減っているが、人口
を増やすような攻めの経営につ
いて構想には書かれていない。ど
のように税収を増やすかという考
えはあるか。

基本構想は20年後のまちの姿を描いており、具体的な
内容を決定するのは難しいですが、企業誘致条例活用
の促進や、若い人も住みやすい住宅の整備等につい
て周辺大学とも話をして、多摩市の魅力を発信して参り
ます。

5 ニュータウン
格差について

既存地区は公園が小さく、公衆ト
イレが無いところもある。ニュータ
ウン地区は公園や道路整備が26
市中でトップクラスに位置づけら
れるが、地域によってはそうした
実感が無い。基本構想のなかで
もとりあげてほしい。

ニュータウン地区は歩車分離がなされていますが、既
存地区はそうではなく、踏切が多いこともあります。しか
し、ニュータウン地区の豊かなみどりは、夜は防犯上危
険であるというデメリットもあります。今までと同様のUR
の開発手法ではなくて、夢をなくさずにまちづくりを進め
ていきます。

6 公共施設の配
置

ニュータウン計画が縮小されて、
施設が余っている。財政圧迫の
要因になるし、老朽化が進んでい
る。

庁内で検討を進めております。昔のニュータウン計画
は30万人規模の構想で作られており、パルテノン多摩
も30万人規模の中核施設を構想していたことにより大
規模なものになっています。市が財団をつくって運営し
ているのは市民の皆様も税負担も大きく、修理維持経
費も莫大なものになってしまいます。しかし無くすとなる
と批判が集まることもあります。シルバーサロンや健康
センター等を利用状況を調査し検討を図ってまいりま
す。

7 基本計画策定
スケジュール
について

基本計画は3月までにまとまるの
か。四次総の基本計画（戦略プラ
ン）はかなり詳細に書かれている
が、同じように書かれるのか。

本来ならば3月までに策定する予定でしたが、新市政に
なって色々と含めるべき内容が増えました。今後総計
審に諮問する予定ですが、おおむね来年度第一四半
期を目処に作業を進めています。戦略プランは後期の
基本計画であり、現段階では具体的に書くのではなく、
財政状況等を鑑みながらローリングしていき年度計画
のなかで詳細を書いていく方向です。

8 行政組織のあ
りかたについ
て

市民と直接関わる部門において、
縦割り行政の弊害が見受けられ
る。市としてどのように仕組みづく
りをしていくか。問い合わせてもた
らい回しにされることがある。ワン
ストップサービスができるように改
善してほしい。

組織のあり方については検討を重ねておりますが、介
護保険制度等の国の事業は、縦割りの組織でないと運
営できない側面があります。オールランドプレイヤーと
して職員が対応することが望ましいですが、制度が多
様化複雑化しており、ベテラン職員だとしても時間に追
われているのが現状です。総合デスクを設ける等対応
の仕組みの改良を検討します。
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9 想定人口の算
出について

想定人口はどのように算出してい
るのか。

国立社会保障人口問題研究所が行っている、国勢調
査の結果をもとにした人口推計値に補正を加えて算出
しております。国は人口がしばらく横ばいで推移し、そ
れから下がるという推計をしていますが、現在多摩市
の人口は微増しております。ニュータウン再生による人
口流入や諏訪二丁目の建て替え等も考えられ、そうし
た細かい多摩市独自の要因を加味して算出しておりま
す。

10 基本構想計原
案について
（1）
・計画期間に
ついて

四次総までは基本構想の計画期
間は15年間だが、五次総から20
年間に変わった理由はあるの
か。

基本構想の計画期間は、一次・二次が10年間、三次が
概ね15年間、四次が15年間です。四次総の計画期間
は今年で10年目ですが、近年の著しい社会的背景の
変化を踏まえて、今回五次総を策定します。構想の計
画期間は自治体によって、10年から35年とさまざまで
す。今回計画期間を20年間にしたのは、後半10年間に
おいて人口を含め多摩ニュータウンのまちのあり方が
大きく変化することを予見して、長いスパンの視野を
持って計画を策定するためです。

11 基本構想原案
について（2）
・第4章につい
て

年々財政状況は厳しさを増してい
る。持続可能な行財政運営とある
が、どういう意味を持って記述し
ているのか。

この20年間でビジョンを実現するためにはどうして行け
ばよいか、基本計画にも記述する予定ですが、歳入や
財政については経営改革推進計画等でも詳細を示しま
す。基本計画策定に関しては再度パブリックコメント等
実施しますのでまたご意見お聞かせ下さい。

12 基本構想原案
について（3)
・ESDについ
て

政策「人と学びを未来につなぐ教
育の推進」の部分に、ESDに関す
ることを盛り込んではどうか。本
来ESDは環境に関することだけで
はないので、ここに記述すること
によって未来の世代へ継承する
意味合いが強まるのではない
か。

現段階でESDは環境に偏っている部分があります。教
育委員会とも2050年を見据えた教育について、環境だ
けでない部分も包含して持続可能な発展に関する教育
のありかたについて取り組んでいきます。

13 総合計画の進
行管理につい
て

基本構想は20年計画だが、この
計画をどの年までに成果を上げ
るというロードマップや数値目標
をきちっとつくってほしい。

基本計画は10年計画ですが、市長任期に合わせて4年
で見直しを図っていきます。課題を記載し、それを解決
するために数値目標を入れて、言葉だけでなく、どこま
で計画が進んだのか分かる計画にすることを考えてい
ます。

14 子育て支援策
等について

近年女性の社会進出が一般的に
なったが、その反面子どもができ
にくい体になっている人も多い。
特定不妊治療助成制度の申請件
数も増えているが、そうした子育
て支援策も基本構想のなかで充
実させてほしい。

待機児童対策も含めて、議会でも取り上げられていま
す。子育て支援策が充実していると、多摩市に引っ越し
てくる人が増えるでしょうが、高齢者対策にも力を入れ
る必要があります。歳入が減っていくなかで、箱物だけ
でなくソフト面でも行政サービスをよく議論して充実させ
ていく考えです。

15 緑地保存につ
いて

個人所有の緑地に関して、相続
等でスプロール化されていくこと
を懸念している。

みどりの基本計画の見直しを含めて、生産緑地を市民
農園へ転用するなど検討していきます。


